
　当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。

正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。







カンタンに

本当に簡単！
マイナンバーカード
持ってて良かった！マイナンバーカードをお持ちの方は、

こちらで健康保険証利用の申込みが可能です

※申込完了までに少々お時間をいただく場合がございます。
※転職・転居等により保険者が変わり手続が終了していない場合
などには、マイナ保険証で受診いただけないことがあります。

健康保険証利用の

申込みのお問合せ先

顔認証付きカードリーダー
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「マイナンバーカードを保険証として利用する
ための登録が必要です」と表示された方へ

マイナンバーカードの
保険証利用登録完了です。

「継続」するを選択してください。 マイナポータルの利用規約を確認し、
問題なければ「同意して進む」を
選択してください。

「マイナンバーカードを保険証として利用するための登録が必要です」と表示された場合
以下の手順に沿って対応ください。











健康保険証は

12月2日以降新たに発行されなくなります

現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。
その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用（マイナ保険証）を

基本とするしくみに移行します。
ただし移行後も、

お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長１年間使用できます。

マイナンバーカードにはプライバシー性の高い情報は入っていません。

マイナンバーカードに大事な情報が入っていますか？Q.

また、カード裏面のマイナンバー（12桁）を知られただけでは悪用されません。
保険証利用時、医療機関がマイナ保険証で参照できるデータは、現行の健康保険証と同じ情報と、
ご本人の同意があった場合のみ、受けている治療内容やお薬の履歴のみとなります。

A.

それでもマイナ保険証ではなく別の方法で
受診したいときはどうすればいいの？

詳しくは裏面に

本人が顔認証付きカードリーダーを操作できない場合はどうするのですか？Q.

顔認証のかわりにマイナンバーカード作成時に設定した
暗証番号を代理人が入力することなどで受付することができます。
待合スペース等にいるご本人のお顔とマイナンバーカードのお写真を、職員が目視で確
認する本人確認も可能です。

A.

マイナ保険証ならではのメリット

過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる

突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる

健康保険証として利用できるだけでなく、日常生活の中で利用できるシーンが
広がっています。ぜひ日頃からマイナンバーカードを持ち歩いて、ご活用ください！

救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される

よくある質問

（令和6年11月時点）



マイナンバーカード
の保険証利用につい
てもっと知りたい方
はこちら

マイナ保険証をお持ちでなくても

資格確認書によりこれまで通り医療にかかれます

移行後もご安心ください

＜イメージ>

※ 保険者によって様式・発行形態が
異なります。

※ 資格確認書の交付等に関する事項
は、ご自身が加入している医療保
険者からの情報をご確認ください。
ご不明点等についても、同保険者
にお問合せをお願いします。

マイナ保険証を使わない場合の受診方法

⚫ 2024年12月2日以降は、「資格確認書」でもこれまで通り医療にかかることが

できます。

マイナンバーカードでのカードリーダーの操作が上手くいかなくても、
医療費が10割負担になることはありません。

⚫ マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、現行の健康保険証の
有効期限がきれる前に「資格確認書」を無償で申請によらずお届けします。
ご自身での申請は不要です。なお、すでに利用登録されている方であっても、解除された
方には同様にお届けします。

• マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な方（高齢者、障害者等）は、申
請いただくことで、資格確認書を無償で交付します。（更新時の申請は不要）

• 病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合、資格確認書をご使
用ください。現行の健康保険証と同様、親族等の法定代理人や、介助者等による代理申請も可能です。

• 後期高齢者医療制度の被保険者は、2025年７月末までの暫定的な運用として、現行の健康保険証
が失効する方に資格確認書を無償で申請によらず交付します。そのため、当分の間、申請は不要です。













マイナンバーカードを利用するメリット

一人ひとりの過去の診療・薬剤

情報などに基づいたより良い医

療が受けられます
医療機関・薬局に受診等した際、診療・薬剤・特定健診情報の提

供に同意すると、ご自身の情報に基づいた診断や重複する投薬を

回避した適切な処方や指導などを受けることができます。

マイナンバーカードを

次回からご利用ください

高額な医療費が発生した場合で
も書類での事前申請や高額な立
替が不要になります
突然の手術や入院で高額な医療費が発生した場合でも、事前の申

請や高額な立替払いをせずに、高額療養費制度が適用され、一定

額以上の支払いがその場で不要になります。​

2024年12月2日以降

従来の健康保険証は新たに発行されなくなりました



診療・薬剤・特定健診の情報連携について

�� ご自身が過去の診療・薬剤・特定健診情報を提供することに同意する

と、医療機関等はその情報を閲覧することができます�

�� 同意していない情報が閲覧されることはありません。また、提供した診

療情報等は、診療・投薬以外の用途に使用されることはなく、個人情

報の取り扱いには十分な注意が払われています。

医療機関等が見られる過去の診療・薬剤・特定健診情報のサンプルイメージ

(例) 診療・薬剤の情報

(例) 特定健診の情報2023/02/01



今回お持ちでない方は、次回からご持参ください

一人ひとりの過去の薬剤・診
療情報などに基づいたより良
い医療が受けられます

2024年12月2日以降

従来の健康保険証は新たに発行されなくなりました
�� 2024年12月2日時点で有効な健康保険証は最長1年間です�
�� 2024年12月2日以降、健康保険証として利用できるマイナンバーカードがお手元にない方には、従来
の健康保険証が使えなくなる前に「資格確認書」を順次交付します�

�� カードの券面にある電子証明書の有効期限にご注意ください。マイナポータルでも確認できます。期
限切れの場合は市区町村窓口で再発行してください�

�� 医療機関・薬局の窓口でカードが利用出来ない場合も、適切な自己負担（3割等）のもと、保険診療が
受けられますので、安心して受診してください。

患者の皆さま、

マイナンバーカードで

受付してください



マイナ保険証

医療機関・薬局では、
以下のいずれかで受付をお願いします

マイナ保険証ならではのメリット

過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる

突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる

この他にも、日常生活の中で利用できるシーンが広がっています。
ぜひ日頃からマイナンバーカードを持ち歩いて、ご活用ください！

救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される

健康保険証

資格確認書

有効期限は最長１年間
（令和7年12月1日まで）

受付時に顔認証ができない際に必要となる、
マイナンバーカードの

４桁の暗証番号を、お忘れなく！

何らかの事情で、
マイナ保険証での受付が
出来ない場合
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